
市 民 室 

転校の手続き（他市から和泉市に転入する場合） 

 

           

・ ・・現在お住まいの市役所の市民課で住民票の転出届を行い、 

今通学している学校で「在学証明書」「教科書給与証明書」 

という２つの書類を受け取って下さい。 

※市町村によって手続の進め方が異なりますので、どこに行ってどの

ような順序で手続をおこなうかを、今の市町村の教育委員会に電話

などで確認した上で手続を進めて下さい 

 

 

       

 

・・和泉市へ引っ越してから１４日以内に、 

和泉市役所の市民室（またはシティプラザ出張所）で、 

住民票の転入届を行って下さい。 

その時記入した「住民異動届」のコピーを市民課の窓口で 

受け取って、教育委員会指導室にお越し下さい。 

（出張所で手続の場合、係員の案内をお待ち下さい。） 

 

 

・ ・・「異動通知書」を作成してお渡しします。 

   （出張所で手続の場合、ファックスで送付しますので係員から 

    受け取って下さい。） 

 

 

 

 

・ ・・今までの学校で受け取った「在学証明書」「教科書給与証明書」と、 

和泉市教育委員会（又はシティプラザ出張所）で受け取った 

「異動通知書」を、これからの和泉市の学校に持参して下さい。 

 

お問い合わせ先 

和泉市教育委員会指導室 

TEL：0725-41-1551（内線 1838） 

今 の 市 町 村        

今 の 学 校        

和泉市教育委員会 

指導室 

和泉市の学校        

和泉市役所・シティプラザ出張所 


